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１ 計画改定の経緯と計画の位置づけ                  

 

  国は、２００５年（平成１７年）、「世界保健機関（ＷＨＯ）世界イ

ンフルエンザ事前対策計画」に準じて、「新型インフルエンザ事前対策計

画」（以下「政府行動計画」という。）」を策定し、千葉県においても同

年１１月に「千葉県新型インフルエンザ対策行動計画（以下「県行動計

画」という。）を策定した。  

その後、数次にわたり改定を行ってきたが、新型インフルエンザ等対策

特別措置法（平成２４年法律第３１号。以下「特措法」という。）に基づ

く行動計画とするため、国は２０１３年（平成２５）６月に「新型インフ

ルエンザ等対策政府行動計画」（以下「政府行動計画」という。）を策定

し、県では同年１１月に「千葉県新型インフルエンザ等対策行動計画」

（以下「県行動計画」という。）を策定した。  

  本市においては、特措法に市町村行動計画の策定が義務付けられたた

め、２０１５年（平成２７年）９月に「流山市新型インフルエンザ等対策

行動計画（以下「市行動計画」という。）を策定した。  

  市行動計画は、政府行動計画及び県行動計画を踏まえ、本市における新

型インフルエンザ等対策の基本方針を示すものであり、市行動計画を基に

マニュアル等を作成するなど、具体的な対応を図るものとする。また、新

型インフルエンザ等の感染症拡大の有事には全庁が一体となって対策を実

施する。  

  なお、市行動計画の対象とする感染症（以下「新型インフルエンザ等」

という。）は、以下のとおりとする。  

 

 ■感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年

法律第１１４号）（以下「感染症法」という。）第６条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症（以下、「新型インフルエンザ」とい

う。）  

 ■感染症法第６条第８項に規定する指定感染症で、当該疾病にかかった場

合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれ

のあるもの  

 ■感染症法第６条第９項に規定する新感染症で、全国的かつ急速なまん延

のおそれのあるもの  

 

Ⅰ はじめに  
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２ 今般の計画の改定と見直し                      

   

市行動計画は、新型インフルエンザ等に関する最新の知見を取り入れ随

時見直す必要があり、政府行動計画及び県行動計画が改定された場合は適

時適切に改定を行うものとする。  

  ２０２４年（令和６年）７月には、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶ

ＩＤ―１９）（以下「新型コロナ」という。）の対応や、これまでの関連

する法改正等も踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナ以外も含めた幅

広い呼吸器感染症による危機に対応できる社会を目指すため、政府行動計

画の抜本的な改定が行われ、それを踏まえて県においても２０２５年（令

和７年）３月、改定が行われた。  

  政府行動計画や県行動計画の改定を受け、本市においても、２０２６年

（令和８年）〇月、市行動計画の改定を行った。 

 

３ 本市における新型コロナの対応の経験                 

   

２０１９年（令和元年）１２月末、中国・湖北省武漢市で肺炎が集団発

生し、翌月２０２０年（令和２年）１月９日、新型コロナウイルスによる

ものであると世界保健機関（ＷＨＯ）が発表した。同月１６日、国内で初

めて、新型コロナウイルス関連の肺炎患者（武漢市滞在歴有）の確認が発

表された。  

  国は国民に対し注意喚起するとともに、新型コロナ患者の対応について

各自治体・医療機関に通知する他、専門家会議を開催するなど、対応に努

めた。また、県は同年１月２２日に千葉県危機管理対策委員会専門部会を

開催した。  

  国や県の動きを受け、本市では同年２月１９日に、千葉県内でも患者発

生が確認されるなど、今後、本市としての新型コロナ対策について、庁内

の情報共有及び適切な対応を検討し円滑に実施していくため、市長を会長

とする「流山市新型コロナウイルス感染症対策連絡会議」を設置した。同

年３月２５日に、市独自に市長を本部長とする「流山市新型コロナウイル

ス感染症対策本部」に移行し、４月７日には、政府の緊急事態宣言を受

け、特措法に基づく「流山市新型コロナウイルス感染症対策本部」とな

り、職員が情報を共有するとともに、市の対応方針の検討を重ねた。  
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  新型コロナウイルスワクチンが承認された場合に、速やかに接種可能な

体制を整理するため、２０２１年（令和３年）２月１日に、新型コロナウ

イルスワクチン接種担当室を健康増進課内に設置した。  

  流山市新型コロナウイルス感染症対策本部は、千葉県の基本的な考え方

に基づき、基本的感染対策や感染リスクを低減させる適切な対策の徹底に

より、社会経済活動の維持と医療のひっ迫の回避の両立を図ってきた。新

型コロナの感染症法上の位置づけが５類感染症に変更された後、２０２３

年（令和５年）５月９日の第４５回の会議をもって、流山市新型コロナウ

イルス感染症対策本部を廃止した。  

  今般、３年超にわたり、特措法に基づいて新型コロナ対応が行われた

が、この経験を通じて強く認識されたことは、感染症危機が、市民の生命

及び健康だけではなく、経済や社会生活を始めとする市民生活の安定にも

大きな脅威となったことである。  

そして、感染症危機は、新型コロナ対応で終わったわけではなく、次な

る感染症危機は将来必ず到来するものであると認識し、平時から、有事に

備えることが必要である。  
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１ 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略           

 

  病原性が高く感染拡大のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれ

ば、市民の生命及び健康、市民生活及び市民経済にも大きな影響を与えか

ねない。千葉県は成田国際空港を擁しているため、感染拡大の懸念は小さ

くないと考えられる。新型インフルエンザ等は、長期的には、市民の多く

がり患するおそれがあるものである。本市としては、新型インフルエンザ

等対策を危機管理に関わる重要な課題と位置付け、県が掲げる次の目的及

び基本的な戦略に基づき、市として対策を講じていく。  

 

（１）感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する  

●基本的な感染対策などの周知協力を通じて感染拡大を抑えて、市民の

健康を保持するとともに、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整

備や国が行うワクチン製造のための時間を確保する。  

●流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療提供体制への負

荷を軽減するとともに、医療提供体制の強化を図ることで、患者数等

が医療提供体制のキャパシティを超えないようにすることにより、治

療が必要な患者が適切な医療を受けられるようにする。  

●適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。  

 

（２）市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする  

●感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円

滑に行うことにより、市民生活及び社会経済活動への影響を軽減する。  

●地域での感染対策や通勤・出勤形態の工夫等により、欠勤者の数を減

らす。 

●流山市事業継続計画【新型インフルエンザ等対策編】の作成・実施に

より、医療の提供の業務又は市民生活及び市民経済の安定に寄与する

業務の維持に努める。  

 

 

 

 

  

Ⅱ 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項  
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２ 実施上の留意点                          

 

本市は、インフルエンザ等の発生時やその準備段階に、特措法その他の法

令並びに県行動計画、市行動計画及び事業継続計画に基づき、相互に連携協

力し、新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期す。この

場合において、次の点に留意する。   

  

（１）平時の備えの整理や拡充  

  感染症危機への対応には平時からの体制づくりが重要である。このた

め、以下のアからエまでの取組により、平時の備えの充実を進め、訓練

により迅速な初動体制を確立することを可能とするとともに、情報収

集・共有の基盤となるＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の

推進等を行う。 

 

  ア 新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策の共有とその準備  

   の整理 

    将来に起こり得る新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策を

関係者間で共有しながら、その実施のために必要となる準備を行う。  

 

  イ 初発の感染事例発生時における初動体制の整備  

    初動対応については、未知の感染症が発生した場合や新型インフ

ルエンザ等が県内、市内及び近隣市で発生した場合も含め、松戸保

健所（松戸健康福祉センター）（以下「松戸保健所」という。）か

ら連絡を受けた際は、市として速やかに初動対応に動きだせるよう

に体制整備を進める。  

 

  ウ 関係者や市民への普及啓発と訓練等を通じた不断の点検や改善  

    感染症危機は起こり得るものであるとの認識を広く感染症対策に携

わる関係者や市民に持ってもらうとともに、次の感染症危機への備え

をより万全なものとするために、訓練の実施等を通じて、平時の備え

について不断の点検や改善を行う。  

 

  エ 負担軽減や情報の有効活用、人材育成等  

業務量が多くなる部署の負担軽減、医療関連情報の有効活用、人材

育成、松戸保健所との連携等、複数の対策項目に共通する横断的な視

点を念頭に取組を進める。  
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（２）感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え  

感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策と適切な情報提

供・共有により、市民生活及び社会経済活動への影響を軽減させるととも

に、身体的及び精神的に健康並びに社会的に健全であることを確保するこ

とが重要である。このため、以下のアからオまでの取組により、感染拡大

防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行い、市

民の生命及び健康の保護と市民生活及び社会経済活動に及ぼす影響が最小

となるよう対策を講じる。なお、対策の切替えは国・県の対応方針に沿っ

て実施する。  

 

  ア 可能な限り科学的根拠に基づいた対策の切替え  

    対策の切替えに当たっては、感染症の特徴、病原体の性状、感染症

の発生状況等も含めたリスク評価を考慮する。可能な限り科学的根拠

に基づき対応するため、平時からこうしたデータの収集及び適時適切

なリスク評価の仕組みが国・県により構築されるので、市はその状況

を把握し、市民周知を行う。  

 

イ 医療提供体制と市民生活及び社会経済への影響を踏まえた感染拡

大防止措置 

    有事には県が予防計画及び医療計画に基づいて医療提供体制を拡充

する。その範囲で対応できるレベルを超える可能性がある場合等に

は、県は、市民生活や社会経済等に与える影響を勘案しながら、感染

拡大防止措置等を発するため、市は、それを市民に周知し、協力を求

める。  

 

  ウ 状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切替え  

    県は、病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制の整備、ワク

チンや治療薬の普及等の状況変化や社会経済等の状況に合わせて、柔

軟かつ機動的に対策を切り替える。市は、県に合わせて、市内の対策

を講じる。 

  

  エ 対策項目ごとの時期区分  

    柔軟な対応が可能となるよう、個別の対策項目ごとに切替えの  

タイミングの目安等が国・県から示されるので、市民等に周知する。  
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  オ 市民等の理解や協力を得るための情報提供・共有  

    対策に当たっては、市民等の理解や協力を得るための配慮が重要で

ある。このため、平時から感染症や感染対策の基本的な知識を、学校

教育の現場を始め様々な場面を活用して普及し、こどもを含め様々な

年代の市民等の理解を深めるための分かりやすい情報提供・共有が必

要である。こうした取組を通じ、可能な限り科学的根拠に基づいた情

報提供・共有によって、市民等が適切な判断や行動が取れるようにす

る。 

 

（３）基本的人権の尊重  

市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊

重することとし、特措法による行動制限等の要請に当たり、市民の自由と

権利に制限が加わる場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を

実施するため必要最小限のものであることを周知し、協力を求める。 

新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があることを

前提として、リスクコミュニケーションの観点からも、市民等に対して十

分説明し、理解を得ることを基本とする。  

また、感染者やその家族、医療関係者等に対する誹謗中傷等の新型イン

フルエンザ等についての偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大

の抑制を遅らせる原因となる可能性がある。  

さらに、より影響を受けがちである社会的弱者への配慮にも留意する。

感染症危機に当たっても市民の安心をできる限り確保し、新型インフルエ

ンザ等による社会の分断が生じないよう取り組む。  

 

（４）危機管理としての特措法の性格  

特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事

態に備えて様々な措置を講ずることができるよう制度設計されている。し

かし、新型インフルエンザ等が発生したとしても、感染症や病原性の程度

や、ワクチンや治療薬等が有効であること等により、まん延防止等重点措

置や緊急事態措置を講ずる必要がないこともあり得ると考えられ、どのよ

うな場合にもこれらの措置を講ずるものではないことに留意する。  

 

（５）関係機関相互の連携協力の確保  

流山市新型インフルエンザ等対策本部（以下「市対策本部」という。）

は、千葉県新型インフルエンザ等対策本部（以下「県対策本部」とい
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う。）と相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエンザ等対策を総合

的に推進する。  

市は県に対して、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよ

う、必要に応じて要請する。その場合、県は市からの要請の趣旨を尊重

し、必要がある場合には速やかに所要の総合調整を行う。  

 

（６）高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等における対応  

県は、感染症危機における高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設に

おいて必要となる医療提供体制等について、以下の内容を踏まえ、平時か

ら検討する。施設は業務継続計画に基づき、有事に備えて準備を行うもの

としている。  

  ●協力医療機関や嘱託医と連携した、施設や各運営法人等による自主的

な体制の構築  

  ●研修や訓練等を通じた、施設職員の感染拡大防止に係る知識や認識の

向上 

  ●感染対策に係る情報提供や感染状況を踏まえた必要な支援等を速やか

に行うための連絡体制の強化  

  ●感染防止対策に係るマニュアルやチェックリスト等の作成や周知  

 

（７）感染症危機下の災害対応  

市は、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄や

避難所施設の確保、及び避難所における感染対策、自宅療養中の方の避難

のための情報提供等体制整備を進める。感染症危機管理下で地震等の災害

が発生した場合には、市は松戸保健所と連携し、地域における状況を適切

に把握するとともに、必要に応じ、避難所における感染症対策の強化や、

自宅療養中の方への情報提供、避難支援等を速やかに行う。  

 

（８）記録の作成や保存  

市は、新型インフルエンザ等が発生した段階で、市対策本部における新

型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成、保存し、公表する。  
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３ 対策推進のための役割分担（県行動計画より）             

 

（１）国の役割  

国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエン

ザ等対策を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定（地方）公共機

関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することに

より、国全体として万全の体制を整備する責務を有する。また、世界保健

機関（ＷＨＯ）等の国際機関や諸外国との国際的な連携を確保し、対策に

取り組む。  

また、国は、新型インフルエンザ等及びこれらに係るワクチンその他の

医薬品の調査や研究の推進に努めるとともに、新型インフルエンザ等に関

する調査及び研究に係る国際協力の推進に努める。国は、こうした取組等

を通じ、新型インフルエンザ等の発生時におけるワクチン、診断薬、治療

薬等の早期の開発や確保に向けた対策を推進する。  

国は、平時には、政府行動計画に基づき、準備期に位置付けられた新型

インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練等により

新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。  

また、国は、新型インフルエンザ等対策閣僚会議及び当該閣僚会議を補

佐する新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議の枠組みを通じ、

政府一体となった取組を総合的に推進する。  

指定行政機関は、政府行動計画を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型

インフルエンザ等が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じ

た具体的な対応をあらかじめ決定しておく。  

国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方

針を決定し、対策を強力に推進する。  

その際、国は、新型インフルエンザ等対策推進会議等の意見を聴きつ

つ、対策を進める。また、国民等や事業者等の理解や協力を得て対策を行

うため、感染症や感染対策に関する基本的な情報の提供・共有を行う。  

 

（２）県の役割  

国が定める基本的対処方針に基づき、県域において関係機関が実施する

新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。特措法及び

感染症法に基づく措置の実施主体として感染症対策の中心的な役割を担

い、地域における医療提供体制の確保やまん延防止に関して、主体的な判

断と対応を行う。  
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平時において医療機関との間で病床確保、発熱外来、自宅療養者等への

医療の提供、後方支援または医療人材の派遣に関する医療措置協定を締結

し、医療提供体制を整備することや、民間検査機関若しくは医療機関又は

宿泊施設等と平時に検査等措置協定を締結し、検査体制や宿泊療養体制を

構築する等、医療提供体制、保健所、検査、宿泊療養等の対応能力につい

て、計画的に準備を行う。  

また、千葉県は成田国際空港、千葉港及び木更津港を擁しており、全国

でも最も早く患者が発生する可能性があるほか、患者発生後も国際的な往

来の継続に対応する必要がある。感染拡大を可能な限り抑制し、流行の  

ピークを遅らせるためにも、検疫所を始めとする関係機関と平時から連携

する等、患者発生以降に行うまん延防止対策を適切に実施するための体制

を整備する。  

これらにより、感染症有事の際には、迅速に体制を移行し、感染症対策

を実行する。  

こうした取組においては、県は、保健所設置市、感染症指定医療機関等

で構成される千葉県感染症対策連携協議会（以下「連携協議会」とい

う。）等を通じ、予防計画、医療計画、健康危機対処計画等について協議

を行うことが重要である。また、予防計画に基づく取組状況を毎年度国に

報告し、進捗確認を行う。  

さらに、県は、地域の健康危機管理体制の充実強化を図ることを目的

に、保健所を中心とした関係機関間の連携を強化するため、地域の専門職

能団体、市町村、警察、消防及び医療機関等で構成される地域健康危機管

理推進会議（以下「推進会議」という。）を設置し、有事の際の適切かつ

迅速な情報交換等を可能とするべく、平時からの地域におけるネットワー

クづくりを推進する。  

その他、平時から県衛生研究所等や感染症指定医療機関等、高い専門性

を有する医療機関間の連携の強化に努める。  

これらにより、平時から関係者が一体となって、医療提供体制の整備や

新型インフルエンザ等のまん延を防止していくための取組を実施し、ＰＤ

ＣＡサイクルに基づき改善を図る。  

国内外に限らず、新型インフルエンザ等が発生し、政府対策本部が設置

されたときは、県は直ちに、県対策本部を設置し、県対策本部会議を通じ

て、迅速かつ的確な対策を実施していく。具体的な対策の検討に当たって

は、必要に応じて、専門部会を設置し、専門的立場からの意見を聴く。ま

た、本部会議を円滑に行うため、千葉県新型インフルエンザ等対策連絡会

議を開催し、庁内各部局間の情報共有と連携を図る。  
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さらに、市町村と緊密な連携を図り、市町村における対策の実施を支援

する。なお、広域での対応が必要な場合には市町村間の調整を行うほか、

近隣都県とも連携を図り、必要に応じて国へ要望を行うなど、県域におけ

る新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を果たすため、あら

ゆる手段を講じる。  

 

（３）市の役割  

住民に最も近い行政単位として、住民に対する情報提供やワクチンの接

種、生活支援、新型インフルエンザ等の発生時の要配慮者への支援に関

し、基本的対処方針に基づき、適切かつ迅速に行うため、特措法に基づい

た行動計画を策定し、地域の実情に応じた必要な対策を推進する。また、

対策の実施に当たっては、県や近隣市と緊密な連携を図る。  

 

（４）医療機関の役割  

新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、  

医療機関は、平時から地域における医療提供体制の確保のため、県と医療

措置協定を締結し、院内感染対策の研修、訓練や個人防護具を始めとした

必要となる感染症対策物資等の確保等を推進することが求められる。  

また、新型インフルエンザ等患者の診療体制を含めた、業務継続計画の

策定に積極的に取り組み、研修や訓練を通じて適宜見直しを行うこと及び

連携協議会や推進会議等を活用した地域の関係機関との連携を進めること

が重要である。  

新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体

制を確保するため、医療機関は、医療措置協定に基づき、県からの要請に

応じて、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又

は医療人材の派遣を行う。  

 

（５）指定（地方）公共機関  

指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、 

特措法に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。 

 

 

（６）社会福祉施設等  

社会福祉施設等においては、感染や重症化しやすいグループが共同生活

を送っていることから、施設管理者、従業員及び施設利用者が正しい知識
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を理解し、平時から感染予防策を講ずることで、施設内への持ち込みを防

ぐことが重要である。  

新型インフルエンザ等の発生時には、積極的な感染拡大防止策を講ずる

と共に、患者への早期対応や重症化した際の対応可能な医療機関への移送

等、施設利用者の安全を確保する必要がある。  

各施設においては、「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」に

基づいて、施設内に感染症対策委員会を設置し施設内の感染対策の指針を

策定する等、組織的に対応できる体制の構築に努める。  

 

（７）登録事業者  

特措法に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民生活

及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフ

ルエンザ等の発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、そ

れぞれの社会的使命を果たすことができるよう、業務継続計画を策定し、

平時から従業員への感染対策の実施等の準備を積極的に行うことが重要で

ある。  

新型インフルエンザ等の発生時には、業務継続計画を実行し、可能な限

り、その業務を継続的に実施するよう努める。  

 

（８）一般の事業者  

事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場にお

ける感染対策を行うことが求められる。  

市民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型イン

フルエンザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小する

ことが必要な場合も想定される。特に多数の者が集まる事業を行う者につ

いては、感染防止のための措置の徹底が求められるため、平時からマスク

や消毒薬等の衛生用品等の備蓄を行うように努める等、対策を行う必要が

ある。  

 

（９）個人 

平時から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動

等その対策に関する知識を得るとともに地域の中で共有し、基本的感染対

策（換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）等

の感染対策を実践するよう努める。また、新型インフルエンザ等の発生時

に備えて、個人や地域においてもマスクや消毒薬の衛生用品、食料品や生

活必需品等の備蓄を行うよう努める。  
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新型インフルエンザ等の発生時には、国内、県内の発生状況や国、県、

市町村等が実施している具体的対策等についての正しい情報を得た上で冷

静に対応し、感染予防や感染拡大を抑えるために個人でできる対策を実施

するよう努める。  

 

４ 行動計画の対策の項目と横断的視点                  

 

（１）対策項目  

市行動計画は、新型インフルエンザ等対策の２つの主たる目的である

「感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。」こと

及び「市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。」こ

とを達成するための戦略を実現する具体的な対策を定めるものである。  

それぞれの対策の切り替えのタイミングを示し、関係機関等において分

かりやすく、取り組みやすいようにするため、以下の７項目を市行動計画

の主な対策項目とする。 

 

ア 実施体制 

感染症危機は市民の生命及び健康、市民生活及び市民経済に広く大

きな被害を及ぼすことから、市全体の危機管理に関わる問題として取

り組む必要がある。このため、本市は、県及び近隣市等と連携を図り

一体的な取組を行うことが求められ、また、危機管理として保健・福

祉関係の部門のみならず、すべての部署が協力する全庁一体的となっ

た取組が求められる。 

政府より新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発出されたときは、

措置への対応や、それまでの対策を踏まえた上で全庁が一体となった

対策をより強力に推進する必要があるため、速やかに、流山市新型イ

ンフルエンザ等対策本部条例（平成２５年３月２７日条例第１２号）

及び流山市新型インフルエンザ等対策本部規則（平成２５年３月３０

日規則第２７号）に基づき、市長を本部長とする市対策本部を設置す

る。 

 

  イ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション  

感染症危機においては、様々な情報が錯綜しやすく、不安ととも

に、偏見・差別等が発生したり、偽・誤情報が流布したりするおそれ

がある。こうした中で、その時点で把握している科学的根拠等に基づ

いた正確な情報を提供するとともに、市民、医療機関、事業者等との
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リスク情報とその見方の共有等を通じて、市民等が適切に判断・行動

できるようにすることが重要である。  

情報提供に当たっては、高齢者、こども、日本語能力が十分でない

外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解

しやすい情報提供・共有を行うよう努める。  

市民等の感染症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を

深めるとともに、時期に応じたリスクコミュニケーションの在り方を

整理し、体制整備や取組を進める必要がある。  

 

  ウ まん延防止  

新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を

最小限にとどめるとともに、市民生活及び社会経済活動への影響を最

小化するために、市民や事業者から、国・県が行うまん延防止対策へ

の理解・協力を得るよう努める。  

 

  エ ワクチン 

新型インフルエンザ等のワクチン接種により、個人の感染や発症、

重症化を防ぐことで、市民の健康を守るとともに、新型インフルエン

ザ等による健康被害や社会経済活動への影響を最小限にとどめること

につなげる。  

新型インフルエンザ等のワクチン接種に当たっては、県や流山市医

師会（以下「市医師会」という。）等の関係機関と連携し、接種体制

の構築を行う。  

 

  オ 保健 

市は、松戸保健所から協力依頼があった場合、新型インフルエンザ

等の患者等の健康観察を行う。また、市は、松戸保健所からの情報共

有に基づき、患者等に生活支援を行い、市民の生命及び健康の保護に

つなげる。  

 

カ 物資 

市は、感染症対策物資等の備蓄をすることにより、有事に感染者の

健康観察及び生活支援等に協力する等、必要な支援を行うことができ

るようにする。  
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  キ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を

行うとともに、事業者や市民等に、事業継続のために必要となる可能

性が高い感染対策等の準備等を呼びかける。また、新型インフルエン

ザ等が発生した場合には、市民・事業者等がそれぞれの役割を果たす

ことにより、速やかに所要の対応を行い、市民生活および社会経済活

動の安定を確保するよう努める。  

 

（２）横断的視点  

新型インフルエンザ等対策の実効性を向上させるため、以下のアからウ

までの視点は、複数の対策項目に共通して考慮すべき事項である。それぞ

れ考慮すべき内容は以下のとおりである。  

 

  ア 人材育成 

危機管理の対応能力を向上させるためには、平時から、中長期的視

点をもって危機管理に係る人材育成を継続的に行うことが不可欠であ

る。多くの人が危機管理に携わる可能性があることも踏まえて、より

幅広い人材を対象とした訓練や研修等を通じ人材育成を行い、危機対

応を行う人材の裾野を広げる取組を行うことが重要である。  

 

  イ 県及び近隣自治体との連携 

    国が基本的な対処方針を定め、それを基に県が感染症法や特措法

等に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担い、感染拡大

防止や医療提供体制の確保を始めとした多岐にわたる対策の実施を

地域の実情に応じて行う。市に期待される役割は、予防接種や住民

の生活支援等である。平時から、推進会議や訓練の参加等により、

県及び近隣自治体との連携体制を構築していく。  

 

  ウ ＤＸの推進  

    近年取組が進みつつあるＤＸは、デジタル技術の進展とともに、

業務負担の軽減や関係者の連携強化が期待でき、危機管理の対応能

力の向上に大きな可能性を持っている。  

    ＤＸの推進に当たっては、視覚や聴覚が不自由な方等にも配慮し

た、市民一人ひとりへの適時適切な情報提供・共有を行うことが重要

である。  
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    市では、今後、国や県が行うＤＸ推進のためのあらゆる取組に協力

し、今後の感染症危機に備える。  

 

５ 感染症対応のシナリオ                       

過去に流行した新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外

の呼吸器感染症も念頭に、中長期的に複数の感染の波が生じることが想定

される。市は時期ごとの対応の特徴も踏まえ、国が定める基本的対処方針

及び県が定める対処方針に基づき感染症危機対応に行う。  

  各対策項目を設定する際には、次の３期に分けた構成とする。  

各業務の担当部署については、初動期は、対応期を見据えて対応する必

要があることから、初動期であっても班名で記載している。ただし、内容

によって明らかに課が特定される業務については、初動期以降対応期であ

っても課名を記載している。 

 

【準備期】予防や平時の準備に関すること  

【初動期】感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以

降、政府対策本部が設置されて基本的対処方針が定められ、

これが実行されるまでの間。  

     対応期を見据えた体制で取り組む必要があることから、平時の

業務にない業務の担当は、市対策本部の事務分掌に基づく班

名で記載する。  

【対応期】国の基本的対処方針が定められて以降。市は特措法に基づき、

市対策本部を設置する。  
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１ 実施体制                              

 

目的  

新型インフルエンザ等が発生し、またその疑いがある場合に、全庁一体と

なった取り組みを推進するための体制を構築する。  

ワクチンの開発・確立等の大きな状況の変化があった場合に、新たな体制

を構築することで、可能な限り早期に対応することを目指す。病原体の性状

等に応じて、特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収

束するまでの長期間にわたる対応も想定されることから、市対策本部を持続

可能なものとする体制とする。  

 

（１）準備期  

１‐１ 実践的な訓練の実施  

市は、政府行動計画及び県行動計画の内容を踏まえ、新型インフ

ルエンザ等の発生に備えた訓練を実施する。（健康増進課）  

 

１‐２ 市行動計画等の作成及び体制整備・強化 

ア 市は、政府行動計画及び県行動計画の内容を踏まえ、市行動計画

を作成・変更する。市行動計画を作成・変更する際には、あらかじ

め、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の

意見を聴く。（健康増進課）  

イ 市は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき

業務を実施するために必要な人員等の確保及び有事においても維持

すべき業務の継続を図るため、国の支援のもと、流山市事業継続計

画【新型インフルエンザ等対策編】を作成・変更する。事業継続計

画については、松戸保健所等や近隣市の事業継続計画との整合性に

も配慮しながら作成する。（福祉政策課）  

ウ 市は、新型インフルエンザ等対策など、健康危機管理等の対策に

携わる行政職の職員の育成等を行う。（人材育成課）  

エ 市は、特措法の定めのほか、市対策本部等に関し必要な事項を条

例等で定める。（健康増進課）  

 

Ⅲ 各対策項目の市の考え方及び取り組み  
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１‐３ 県、松戸保健所及び近隣市等の関係機関との連携の強化 

ア 市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、松戸保健所が設置す

る推進会議等を通じて松戸保健所及び近隣市と相互に連携を図ると

ともに、県が行う情報伝達訓練等を通じて情報共有、連携体制を確

認する。（健康増進課）  

イ 市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、市内の事業者団体や

職能団体等の関係機関と情報交換等を始めとした連携体制を構築す

る。（健康増進課）  

 

（２）初動期  

２‐１ 新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置  

  ア 政府対策本部が設置された場合や、県が県対策本部を設置した場

合において、市は必要に応じて「流山市新型インフルエンザ等対策

連絡会議」を開催し、市対策本部を設置することを検討し、新型イ

ンフルエンザ等対策に係る措置の準備を進める。（総務班）  

イ 市は、必要に応じて、「（１）準備期」１－２を踏まえ、必要な

人員体制の強化が可能となるよう、全庁的な対応を進める。（全部

局） 

 

２‐２ 迅速な対策の実施に必要な予算の確保  

市は、機動的かつ効果的な対策の実施のため、対策に要する経費

について、国からの財政支援を有効に活用することを検討するとと

もに、必要に応じて対策に要する経費について市債を発行すること

を検討し、所要の準備を行う。（企画政策課、財政調整課）  

 

（３）対応期  

３‐１ 基本となる実施体制の在り方  

市対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。  

３‐１‐１  職員の派遣・応援への対応  

ア 市は、新型インフルエンザ等のまん延により市がその全部又は大

部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、県に対

し、特定新型インフルエンザ等対策の事務の代行を要請する。（総

務班） 
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イ 市は、市内の特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要

があると認めるときは、他の市町村又は県に対して応援を求める。

（総務班）  

ウ  新型インフルエンザ等の住民接種を行う見込みとなった場合に

は、住民接種を行うための部署を新たに設置する。（情報政策・

改革改善課、人材育成課）  

エ  松戸保健所からの職員の応援派遣要請を受けた際には、速やか

に対応する。（人材育成課）  

３‐１‐２  必要な財政上の措置  

市は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じ

て地方債を発行して財源を確保し、必要な対策を実施する。（企画

政策課、財政調整課）  

 

３‐２ 緊急事態措置の検討等について  

３‐２‐１ 緊急事態宣言の手続  

市は緊急事態宣言が発出された場合は、直ちに市対策本部を設置

する。市は、市内の緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するために

必要があると認めるときは、緊急事態措置に関する総合調整を行

う。（総務班、全部局）  

 

３‐３ 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制  

３‐３‐１  市対策本部の廃止 

市は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言（新型インフルエ

ンザ等緊急事態が終了した旨の公示）がなされたときは、遅滞なく

市対策本部を廃止する。ただし、本部長が全庁として継続して対応

が必要と認めるときには、任意の市対策本部として継続することが

できる。（総務班、全部局）  

 

２ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション              

 

目的  

市は、感染症危機管理において、市の対策の方針の意思決定及び効果的な

感染症対策のための判断に資する科学的根拠に基づいた情報を把握し、庁内

及び関係機関と共有する。  
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市民に対しては、感染症に関する理解を深める啓発を行い、市民が情報を

適切に判断・行動できるような情報提供となるよう努める。  

また、感染者等に対する偏見・差別等は許されないことについて情報提

供・共有するとともに、ＳＮＳによるフェイクニュースなどの偽・誤情報の

拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的根拠等に基づく情報を繰り

返し発信する等、市民等の不安の解消に努める。  

 

（１）準備期  

１‐１ 新型インフルエンザ等の発生前における市民等への情報提供・

共有 

市による情報提供・共有が有用な情報源として、市民等による認

知度・信頼度が向上するよう努める。  

１‐１‐１  市における情報提供・共有について 

市は、平時から感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策

（換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける

等）、感染症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する

情報や発生時にとるべき行動等その対策及び個人の感染対策が社会

における感染拡大防止にも大きく寄与すること等について、市民等

の理解を深めるため、各種媒体を利用し、適時に分かりやすい情報

提供・共有を行う。（健康増進課）  

保育施設や学校等は集団感染が発生する等、地域における感染拡

大の起点となりやすいことや、高齢者施設等は重症化リスクが高い

と考えられる者の集団感染が発生するおそれがあることから、感染

症や公衆衛生対策について丁寧に情報提供・共有を行う。また、学

校教育の現場を始め、こどもに対しても分かりやすい情報提供・共

有を行う。（高齢者支援課、介護支援課、障害者支援課、児童発達

支援センター、保育課、学校教育課）  

１‐１‐２  県との間における感染状況等の情報提供・共有について  

市は、松戸保健所からの依頼により新型インフルエンザ等の患者

等の健康観察に協力を求められることや、生活支援を行う可能性が

あることから、市長は支援を要する患者等に関する情報など、県知

事が必要と認める情報の提供を受けることがある。この情報提供に

関して松戸保健所からの申し出により取り決めを行う。（健康増進

課） 
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１‐１‐３  双方向のコミュニケーションの体制整備や取り組みの推進  

市は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置する準備

を進める。（健康増進課）  

 

（２）初動期  

２‐１ 情報提供・共有について  

２‐１‐１  市における情報提供・共有について  

感染拡大に備えて、市民等が適切に判断・行動できるよう、その

時点で把握している科学的根拠等に基づいた感染拡大防止に資する

情報の発信及び感染者・家族の人権を守るための啓発を行う。  

その際、個人の感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく

寄与することを含めて、行動変容に資する啓発及び、冷静な対応を

促すメッセージを発出するよう努める。  

また、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、

日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への

適切な配慮をしつつ、理解しやすい情報提供・共有を行うよう努め

る。（秘書広報班） 

２‐１‐２  県と市の間における感染状況等の情報提供・共有について  

新型インフルエンザ等のまん延を防止するために、県は、新型イ

ンフルエンザ等の患者等に対し、健康観察や自宅等からの外出をし

ないことその他の協力を求めることができる。市は、この期間の健

康観察、物資の提供等の日常生活の支援の実施について、県から協

力を求められることがある。  

市は、県に協力するために必要があると認める場合には、新型イ

ンフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を求

めることができる。（要援護班、支援協力班）  

２‐１‐３  市内関係団体の情報共有  

市は、国や県からの情報を確認し、必要に応じて市医師会等関係

団体と情報共有の機会を設け、市の取り組みへの協力を要請する。

（全部局）  
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２‐２ 双方向のコミュニケーションの実施  

ア 国・県からの情報を提供するだけでなく、ＳＮＳの動向や市に寄

せられた意見、広聴事業等を通じて、市民等の反応や関心を把握

し、その時の市民ニーズに合致した情報を提供するよう努める。

（秘書広報班） 

イ 国からの要請を受けて、コールセンター等を設置するよう努め

る。（要援護班） 

 

（３）対応期  

３‐１ 情報提供・共有について  

３‐１‐１  市における情報提供・共有について  

ア 市民等が情報を受け取る媒体やその受け止めには個人差が大き

いことから、市ホームページやＳＮＳなどインターネットを活用

するほか、広報車などの利用可能なあらゆる情報媒体を整備・活

用し、一体的に情報提供・共有を行う。  

その際、個人の感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく

寄与することを含めて、行動変容に資する啓発をするとともに、感

染者の人権に配慮した冷静な対応を促すメッセージを発出する。  

また、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、

日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への

適切な配慮をしつつ、理解しやすい情報提供・共有を行うよう努め

る。（秘書広報班） 

イ 市は、市ホームページに新型インフルエンザ等に関する情報と

あわせて、政府関係省庁、県等の情報等をまとめて掲載する。

（秘書広報班） 

ウ 市は国・県等が設置する相談センターを市民等に広く周知する。

（秘書広報班） 

３‐１‐２  県と市の間における感染状況等の情報提供・共有について  

新型インフルエンザ等のまん延を防止するために、県は、新型イ

ンフルエンザ等の患者等に対し、健康観察や自宅等からの外出をし

ないことその他の協力を求めることができる。市は、この期間の健

康観察、物資の提供等の日常生活の支援の実施について、県から協

力を求められることがある。  
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市は、県に協力するために必要があると認める場合には、新型イ

ンフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を求

めることができる。（要援護班、支援協力班）  

 

３‐２ 基本的方針  

３‐２‐１  双方向のコミュニケーションの実施  

ア 対策を進めていく上で、市民等の理解や協力を得るために、国・

県からの情報を提供するだけでなく、市に寄せられた意見、広聴事

業等を通じて市民等の反応や関心を把握し、その時の市民ニーズに

合致した情報を提供するよう努める。（秘書広報班）  

イ 市は、コールセンター等を継続するよう努める。（要援護班） 

３‐２‐２  偏見・差別等への対応  

感染症は誰でも感染する可能性があり、感染者やその家族、医療

従事者等に対する偏見・差別、感染者の個人特定等は、許されるも

のではないこと等について、適切に情報提供・共有する。あわせ

て、偏見・差別等に関する国、県等の各種相談窓口の情報を整理

し、市民等に周知する。（秘書広報班）  

 

３ まん延防止                             

 

目的  

新型インフルエンザ等の発生時に、市民や事業者から、国・県が行うまん

延防止対策への理解・協力を得ることで、社会的影響の緩和を図る。  

 

（１）準備期  

１‐１ 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備

の促進等 

市は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを

避ける等の基本的な感染対策の啓発を行う。また、感染が疑われ

る場合は、県の相談センター（未設置の間は松戸保健所）に連絡

して指示を仰ぐこと、感染を広げないように不要不急の外出を控

えること、マスク着用等の咳エチケットを行うこと等の感染拡大

防止の対応策等について、平時から理解促進を図る。（健康増進

課） 
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（２）初動期  

２‐１ 市内でのまん延防止対策の準備  

市は、国からの要請を受けて、事業継続計画に基づく対応の準備

を行う。（全部局） 

 

４ ワクチン                             

 

目的  

新型インフルエンザ等のワクチン接種により、個人の感染や発症、重症化

を防ぐことで、市民の健康を守るとともに、新型インフルエンザ等による健

康被害や社会経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。  

特定接種・住民接種とも、実施決定後は速やかに希望者が接種を受けるこ

とができる体制を構築し、円滑な接種を実現するために、市は平時から市医

師会・医療機関や事業者等とともに必要な準備を行う。  

 

（１）準備期  

１‐１ ワクチンの接種に必要な資材  

     市は、予防接種に必要となる資材の確保方法等の確認を行い、接

種を実施する場合には速やかに確保できるよう準備をする。  

ア 接種券等の発行・郵送及び電子的発行に係る受託事業者の把握  

イ 集団接種を行う場合の医薬品・医療廃棄物の取扱事業者の把握  

ウ ワクチンを保管・搬送するための資材  

エ ワクチンの予約管理及び接種記録の管理をするためのパソコ

ン、ソフト等  

このうちア～イは平時から事業者を把握しておく。ウ～エについ

ては、ワクチンの保管方法や接種対象者等に応じて異なることから

あらかじめ準備することは困難だが、有事に速やかに手配できるよ

う事業者情報を把握する。  

集団接種に必要となる可能性のある資材は、新型コロナウイルス

ワクチン接種の集団接種時の資材を参考に、アナフィラキシー対応

薬剤等については、その時に市医師会の知見を参考に準備する。

（健康増進課）  
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１‐２ ワクチンの供給体制  

実際にワクチンを供給するに当たっては、管内のワクチン配送事

業者の事前登録が必要になる可能性があるため、随時、事業者の把

握をする。（健康増進課）  

 

１‐３ 接種体制の構築 

１‐３‐１  接種体制 

市は、市医師会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会  

場、資材等を含めた接種体制の構築に必要な準備・訓練を行う。

（健康増進課）  

１‐３‐２  特定接種 

ア 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる市職員については、

本市を実施主体として、原則として集団的な接種を実施すること

になるため、接種が円滑に行えるよう準備期から接種体制を構築

しておくことが求められる。また、登録事業者のうち、住民生

活・社会経済安定分野の事業者については、接種体制が構築され

ていることが登録要件とする。  

市は、国からの要請を受けて、特定接種の対象となり得る者に対

し、集団的な接種を原則として、速やかに特定接種が実施できるよ

う、体制を構築する。（人材育成課、健康増進課）  

イ 特定接種の対象となり得る地方公務員については、所属する地

方公共団体が対象者を把握し、厚生労働省宛に人数を報告するこ

ととなっているため、市職員等については市で把握して報告す

る。対象者は以下のとおり。（人材育成課、該当職員の所属課）  

 

【表１】 特定接種の想定される対象者  

特定接種の対象となり得る職務  職種  担当府省庁  

市対策本部の意思決定  

総合調整等に関する事務  

市対策本部員  内閣官房  

市対策本部の事務  市対策本部事務局職員  内閣官房  

住民への予防接種  市保健師、保健センター

職員  

厚生労働省  

救急、消火、救助等  消防職員、消防団員  消防庁  
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 １‐３‐３  住民接種 

平時から迅速な予防接種を実現するための体制準備を行う。  

ア 速やかにワクチンを接種するための体制  

新型インフルエンザ等感染症が流行し、その予防接種として住民接

種を行うことが決まった場合は、従前の予防接種担当部署とは別

に、新型インフルエンザ等のワクチン接種を専門に担当する部署を

設置する。（情報政策・改革改善課、人材育成課）  

（ア）市は、住民接種については、国及び県の協力を得ながら、希

望する市民等が速やかに接種するための体制の構築を図る。  

準備期には、初動期や対応期に求められる対応を想定し、パン

デミック時にワクチン接種の円滑な実施が可能となるよう、以下

に列挙する事項等の接種に必要な資源等を明確にし、市医師会及

び医療機関等と連携し、接種体制について検討を行う。また、必

要に応じ、接種会場において円滑な接種を実施できるよう、接種

の流れを確認する。  

ⅰ 接種対象者数  

ⅱ 市職員等、人員・組織体制の確保  

ⅲ 接種に必要な医療従事者等の人員、資材等の確保方法の検討  

ⅳ 国・県及び市間や、市医師会等の関係団体への連絡体制の構築  

（イ）医療従事者や高齢者施設等の従事者、高齢者等の接種対象者

を推計しておく等、住民接種のシミュレーションをしておく。ま

た、高齢者施設の入所者等、接種会場での接種が困難な者が接種

を受けられるよう、関係部署と連携し接種体制を検討する。  

（ウ）個別医療機関での接種を主として行うが、被接種者が多くか

つワクチンの供給が十分に見込まれる場合には、集団接種も併せ

て検討する。いずれの場合においても、市医師会及び医療機関の

協力のもと、速やかに接種体制が構築できるよう、事前に合意を

得るよう努める。  

（エ）集団接種会場の確保にあたっては、被接種者の動線が交差す

ることがないよう配置するほか、十分な待合スペース等を確保で

きるよう施設ごとの受け入れ可能数を想定する。  

イ 市は、円滑な接種実施のため、システムを活用して全国の医療機

関と委託契約を結ぶ等、市外の自治体等における接種を可能にする

よう取組を進める。（健康増進課）  
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ウ 市は、希望する者が速やかに接種できるよう、市医師会等の医療

関係者や学校関係者等と協力し、接種に携わる医療従事者等の体制

や、接種の場所・時期・予約等について想定しておく。（健康増進

課） 

 

※考えられる対象者の区分は表２のとおり。（令和７年４月の人口に

より算出）  

 

【表２】接種対象者の試算方法の考え方  

対象者  考え方  人数 

①  基礎疾患のある者  人口（213,118 人）の 7％ 14,918 人 

②  妊婦 令和 6 年度妊娠届出数  1,955 人 

③  乳児 0 歳児  1,889 人 

④  幼児 1～5 歳  11,746 人 

⑤  小児（0～5 歳） 未就学児（③＋④）  13,635 人 

⑥  乳児保護者  0 歳児×2 3,778 人 

⑦  小・中・高校生  6 歳～ 17 歳  26,568 人 

⑧  高齢者  65 歳以上  47,390 人 

うち後期高齢者  75 歳以上（⑧にも含まれる）  28,699 人 

⑨  成人 ①  ～⑧に該当しない者  104,874 人 

 

１‐４ 情報提供・共有 

市は、予防接種の意義や制度の仕組み等、予防接種やワクチンへ

の理解を深める啓発を行い、市民等の理解促進を図る。（健康増進

課） 
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１‐４‐１  住民への対応 

２０１９年に世界保健機関（ＷＨＯ）が発表した「世界的な健康

に対する脅威」の一つとして「 Vaccine Hesitancy（予防接種を受

けられるにも関わらず、予防接種を躊躇したり拒否したりするこ

と）」が挙げられ、予防接種におけるコミュニケーションの重要性

が指摘されている。予防接種について、市民の考えは様々であるこ

とに配慮しながら、平時から定期予防接種について、被接種者や小

児の場合にはその保護者等にとって分かりやすい情報提供を行うと

ともに、被接種者等が持つ疑問や不安に関する情報収集及び情報提

供の対応を進める。（健康増進課）  

１‐４‐２  市における対応 

市は、県の支援を受け、定期の予防接種の実施主体として、市医

師会等の関係団体との連携のもとに、適正かつ効率的な予防接種の

実施、健康被害の救済及び市民への情報提供を行う。（健康増進

課） 

１‐４‐３  庁内連携 

予防接種施策の推進にあたっては、医療関係者及び市の人事・介

護・障害等の部局との連携を図りながら進める必要がある。また、

児童生徒に対する予防接種施策の推進にあたっては、学校保健との

連携が不可欠である。従前から行っている就学時健診での定期予防

接種の勧奨など、引き続き予防接種施策の推進に努める。（全部

局） 

 

１‐５ ＤＸの推進  

ア 市は、平時に活用している予防接種関係のシステム（予防接種台

帳のシステム）が、国が整備するシステム基盤と連携することで予

防接種事務のデジタル化が実現されるよう、国が示すシステムに関

する標準仕様書に沿って当該システム環境を整備する。（情報政

策・改革改善課、健康増進課）  

イ 市は、接種対象者を特定の上、国が整備するシステム基盤に接種

対象者を登録することで、接種通知を行う場合に、システムを活用

して接種対象者のスマートフォン等に通知できるように準備を進め

る。ただし、電子的に通知を受けることができない者に対しては紙

の接種券を郵送する等、通知方法に配慮する。（健康増進課）  
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ウ 市は、予防接種事務のデジタル化に対応する医療機関を市民が把

握できるよう、また、マイナンバーを活用して電子的に予診票情報

の登録等を行った接種対象者が、予防接種事務のデジタル化に対応

できていない医療機関に来院する等のミスマッチが生じないよう環

境整備に取り組む。（健康増進課）  

 

（２）初動期  

２‐１ 接種体制 

住民接種を行うことが見込まれる場合は、従前の予防接種担当部

署とは別に、新型インフルエンザ等のワクチン接種を専門に担当す

る部署を設置するための組織・人員体制の検討と準備を行う。（情

報政策・改革改善課、人材育成課）  

２‐１‐１  接種体制の構築 

新型インフルエンザ等のワクチン接種を行うことが決まった場合

には、市は、接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保等、接種

体制の構築を行う。（総務班）  

 

（３）対応期  

新型インフルエンザ等ワクチンについては、ワクチン製造用の株が決定

されてから住民接種用に流通するまで数か月かかると見込まれることか

ら、ワクチンについては対応期を前後２期に分けて計画する。なお、初動

期のうちにプレパンデミックワクチンの特定接種等の通知が発出された場

合には「対応期：前期」と同時に「対応期：後期」の取り組みを行うな

ど、その状況に応じて柔軟に対応できるよう準備を行う。  

  対応期：前期は、新型インフルエンザ等のワクチンについて、接種体

制に係る通知が発出される前の段階とする。  

対応期：後期は、新型インフルエンザ等のワクチンの接種体制確保に

係る通知が発出されて以降とする。  

 

【対応期・前期】 

３‐１ ワクチンの接種に必要な資材  

市は、準備期において必要と判断した資材その他について、確保

する段取りをする。（総務班、要援護班）  
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３‐２ 接種体制 

３‐２‐１ 特定接種  

国が特定接種を実施すると判断した場合、医療従事者の確保が必

要となることから、市医師会等の協力を得て、医師その他の医療従

事者の確保を図る。また、接種体制を構築する登録事業者に対し

て、要請に応じて医療従事者を確保するために必要な支援を行う。

（総務班）  

３‐２‐２  住民接種 

ア 市は、目標となる接種ペースに応じた接種を円滑に開始すること

ができるように、住民基本台帳に基づく人口や年齢等の情報、接種

記録等を管理するシステム基盤等を通じて接種予定数の把握を行

い、接種の勧奨方法や予約の受付方法について検討するとともに接

種に必要な資材の確保に向けた調整を開始する。（財政調整課、要

援護班） 

イ 接種には多くの医療従事者の協力が必要となることから、市は市

医師会等の協力を得て、その確保を図るため、新型インフルエンザ

等に係る予防接種について、適宜情報提供し接種体制への協力を依

頼する。（要援護班）  

ウ 市は、接種が円滑に行われるよう、市医師会、近隣市、医療機

関、健診機関等と接種実施医療機関の確保について協議を行う。接

種実施医療機関等において、診療時間外の接種や休診日の接種等も

含め、多人数への接種を行うことのできる体制を確保するよう検討

を依頼する。なお、診療時間・診療日の変更に伴う届出について、

臨時的な取扱い等についての通知が発出された場合には、併せて医

療機関に周知する。  

高齢者施設等においては、医療機関等の医師等が当該施設等におい

て接種を行うことについても協議を行う。また、県において、大規

模接種会場を設ける場合には、これらの周知を合わせて行う。（要

援護班） 

エ 市は、医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、当該接

種会場の運営方法を検討することとし、医療従事者以外の運営要員

の確保を進める。なお、臨時の接種会場を設ける場合は、当該接種

会場において、ワクチンの配送や予約管理、マイナンバーカードを

活用した接種対象者の本人確認等の予防接種事務のデジタル化が実

現されるよう、当該接種会場をシステム基盤に登録するほか、必要

な設備の整備等の検討を行う。（要援護班） 
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オ 医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、医療法に基づ

く診療所開設の許可・届出が必要である。所要の手続きについて、

あらかじめ保健所と打ち合わせを行う。（要援護班）  

カ また、住民接種で広く市民全体が対象となる場合は、市医師会の

協力のもと個別接種を中心とした接種体制を構築する。市は、市医

師会及び医療機関に対し準備段階からその時点での情報をもとに説

明するとともに協力を要請し、個別接種では不足する時期には並行

して集団接種を計画する。（要援護班）  

 

【対応期・後期】 

４‐１ 庁内体制の構築 

住民接種を行うことが見込まれる通知が発出された場合は、従前

の予防接種担当部署とは別に、新型インフルエンザ等のワクチン接

種を専門に担当する部署を設置するための組織・人員体制を整備す

る。（情報政策・改革改善課、人材育成課）  

市は、すみやかに接種を行うために必要な予算措置を行う。  

（財政調整課、要援護班） 

 

４‐２ ワクチンや必要な資材の供給  

ア 市は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンの流通、需要量

及び供給状況の把握について、「予防接種（ワクチン）に関するガ

イドライン」第３章３を踏まえて行うものとし、接種開始後はワク

チン等の使用実績等を踏まえ、特定の医療機関等に接種を希望する

者が集中しないように、ワクチンの割り当て量の調整を行う。（要

援護班） 

イ 市は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンについて、市に

割り当てられた量の範囲内で、個別接種実施医療機関等の接種可能

量等に応じて割り当てを行う。（要援護班） 

ウ 市は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンの供給に滞りや

偏在等が生じた場合には、それらの問題を解消するために、県を中

心に関係者に対する聴取や調査等を行って管内の在庫状況を含む偏

在等の状況を把握した上で、地域間の融通等を行う。なお、ワクチ

ンの供給の滞りや偏在等については、特定の製品を指定することが

原因である場合には、他の製品を活用すること等も含めて地域間の

融通等もあわせて行う。（要援護班） 
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エ 市は、厚生労働省からの要請を受けて、供給の滞りや偏在等につ

いては、特定の製品に偏って発注等を行っていることが原因である

ことも考えられるため、県を中心に他の製品を活用すること等も含

めて地域間の融通等を行うための調整を県に依頼する。（要援護

班） 

 

４‐３ 接種体制 

     市は、初動期、対応期・前期に構築した接種体制に基づき接種を

行う。 

４‐３‐１  地方公務員に対する特定接種の実施  

国が、発生した新型インフルエンザ等に関する情報や社会情勢等

を踏まえ、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保す

るため緊急の必要があると認め、特定接種を実施することを決定し

た場合において、市は、国と連携し、国が定めた具体的運用に基づ

き、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員の対象者

に集団的な接種を行うことを基本として、本人の同意を得て特定接

種を行う。（総務班）  

４‐３‐２  住民接種 

４‐３‐２‐１  予防接種体制の構築  

ア 市は、国からの要請を受けて、準備期、初動期及び対応期・前期

に市において整理・構築した体制に基づき、具体的な接種体制の構

築を進める。（要援護班）  

イ 市は、接種状況・予約状況等をふまえ、集団接種実施会場の追

加・閉鎖等を行う。（要援護班）  

ウ 市は、各会場において適切な運営（設営、人員配置、ワクチンと

副反応の発生に対応するためものを含む接種に要する資材の確保、

予診の実施、感染対策等）を継続する。（要援護班）  

エ 発熱等により予防接種を行うことが不適当な状態にある者が接種

会場に赴かないようにするなど、広報等による周知や、接種会場内

においても掲示により注意喚起する等、接種会場内における感染対

策を図る。  

医学的ハイリスク者に対するワクチン接種は、主治医やかかりつ

け医による接種が可能な場合は、個別接種を優先する。集団接種会

場において接種する場合は、接種にかかるリスク等も考慮して、予

診及び副反応に関する情報提供を丁寧かつ慎重に行う。（要援護

班） 
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オ 医療従事者、入院中の患者、在宅医療を受療中の患者について

は、勤務先や療養を担当する医療機関において接種する。ただ

し、在宅医療を受療中の患者や、高齢者施設等に入居する者で、

担当（施設にあっては提携先等）の医療機関における接種が困難

な場合は、訪問による接種も検討する。（要援護班） 

カ 市は、高齢者施設、福祉施設等に入所中など、医療機関及び接

種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、介護・高齢

者・障害者関係部署及び市医師会等と連携し、接種体制を確保す

る。（要援護班） 

４‐３‐２‐２  接種に関する情報提供・共有  

ア 市は、予約受付体制を構築し、接種を開始するとともに、国から

の要請を受けて、国に対し、接種に関する情報提供・共有を行う。

（要援護班） 

イ 市が行う接種勧奨は、整備された情報基盤を介して、接種対象者

のマイナポータルアプリ等がインストールされたスマートフォン等

に通知する。スマートフォン等の活用が困難な市民には、紙の接種

券を発行すること等により、接種機会を逃すことのないように対応

する。（要援護班） 

ウ 接種会場や接種開始日等について、スマートフォン等に対して電

子的に接種対象者に通知するほか、ウェブサイトや SNS を活用し

て周知する。なお、電子的に情報を収集することが困難な市民もい

ることから、広報等の紙での周知も実施する。（秘書広報班、要援

護班） 

４‐３‐２‐３  接種体制の拡充・縮小  

市は、感染状況・接種の進捗状況を踏まえ、必要に応じて公共施

設等を活用した医療機関以外の接種会場の増設・閉鎖等を検討す

る。また、高齢者施設等の入所者等の接種会場での接種が困難な者

が接種を受けられるよう、市の介護担当課や市医師会等の関係団体

と連携し、接種体制を確保する。（要援護班）  

４‐３‐２‐４  接種記録の管理 

市は、自治体間で接種歴を確認し、接種誤りを防止できるよう、

また、接種を受けた者が当該接種に係る記録を閲覧できるよう、接

種記録の適切な管理を行う。（要援護班） 
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４‐４ 健康被害救済 

ア 予防接種法に基づく予防接種により健康被害が生じた場合、被接

種者等からの申請に基づき、疾病・障害認定審査会において予防接

種と健康被害との因果関係について審査を行い、その結果に基づき

給付が行われる。給付の実施主体は、特定接種の場合はその実施主

体、住民接種の場合は市となる。（総務班、要援護班） 

イ 住民接種の場合、接種した場所が住所地以外でも、健康被害救済

の実施主体は、予防接種法第 15 条第１項に基づき、健康被害を受

けた者が接種時に住民票を登録していた市である。（要援護班）  

ウ 市は、予防接種健康被害救済制度について被接種者へ情報提供を

行い、申請を受け付けるほか、申請を行おうとする被接種者等から

の相談等への対応を適切に行う。（総務班、要援護班）  

 

４‐５ 情報提供・共有 

ア 市は、自らが実施する予防接種に係る情報（接種日程、会場、副

反応疑い報告や健康被害救済申請の方法等）に加え、国が情報提

供・共有する予防接種に係る情報について住民への周知・共有を行

う。（要援護班） 

イ 市は、地域における接種に対応する医療機関の情報、接種の状

況、各種相談窓口など、必要な情報提供を行うことも検討する。

（要援護班） 

ウ パンデミック時においては、特定接種及び住民接種に関する広報

を推進する必要がある一方で、定期予防接種の接種率が低下するこ

とがないよう、引き続き定期予防接種の必要性等の周知に取り組

む。（健康増進課）  

４‐５‐１  特定接種に係る対応  

市は、ワクチンの有効性・安全性に関する情報、相談窓口など、

接種に必要な情報を提供する。（人材育成課）  

 

４‐５‐２  住民接種に係る対応  

ア 市は、新型インフルエンザ等ワクチン接種の実施主体として、住

民からの基本的な相談に応じるための体制を構築する。（要援護

班） 

イ 広報に当たっては、市町村は、次のような点に留意する。（秘書

広報班、要援護班） 

（ア）接種の目的や接種順位を定めた意義等を分かりやすく伝える。  
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（イ）ワクチンの有効性・安全性について国から出された情報を、分

かりやすく伝えるよう努める。  

（ウ）本市における接種の時期、方法など、市民一人一人がどのよう

に対応するべきかについて、分かりやすく伝えるよう努める。  

 

５ 保健                               

 

目的  

市は、松戸保健所の協力依頼に基づき、患者やその濃厚接触者に対して、

健康観察を行う。  

                                                                                                    

（３）対応期  

 ３‐１ 主な対応業務の実施  

 ３‐１‐１ 健康観察及び生活支援  

ア 市は、松戸保健所が実施する健康観察に協力する。（要援護班） 

イ 市は、松戸保健所から当該患者やその濃厚接触者に関する情報等

の共有を受けて、千葉県が実施する食事の提供等の患者やその濃厚

接触者が日常生活を営むために必要なサービスの提供又はパルスオ

キシメーター等の物品の支給に協力する。（要援護班、支援協力班）  

 

６ 物資                               

 

目的  

市は、感染症対策物資等の備蓄をすることにより、有事に必要な感染症対

策物資等を確保できるようにする。  

 

（１）準備期  

１‐１ 感染症対策物資等の備蓄等  

市は、市行動計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型イ

ンフルエンザ等対策の実施に必要な感染症対策物資等を備蓄すると

ともに、定期的に備蓄状況を確認する。（健康増進課）  

なお、上記の備蓄については、災害対策基本法の規定による物資

及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる。  
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【表３】 備蓄を想定している品目  

品目名  数量  品目名  数量  

サージカルマスク  20,000 枚  次亜塩素酸ナトリウム  144 本 

Ｎ９５マスク  150 枚  消毒液（第４類）  88 本 

アイソレーションガウン  4,500 枚  消毒液（第４類以外）  240 本 

非滅菌手袋  20,000 双  防護服  150 枚 

フェイスシールド  4,500 枚  シューズカバー  150 枚 

ゴーグル  150 個    

※現時点での想定であるため、状況に応じて変更する場合があります。 

 

ア 市消防は、国及び県からの要請を受けて、最初に感染者に接触す

る可能性のある救急隊員等の搬送従事者のための個人防護具の備蓄

を進める。（警防救急課） 

イ 市民や事業者等に対し、マスク等の感染症対策物資、食料品、生

活必需品の備蓄等、災害対策も兼ねて、平時からの準備と適切な管

理を勧奨する。（全部局）  

 

７ 市民生活及び市民経済の安定の確保                  

 

目的  

市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、

事業者や市民等に、事業継続のために必要となる可能性が高い感染対策等の

準備等を呼びかける。また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、市

民・事業者等がそれぞれの役割を果たすことにより、速やかに所要の対応を

行い、市民生活および社会経済活動の安定を確保する。  

 

（１）準備期  

１－１ 情報共有体制の整備  

    市は、新型インフルエンザ等対策に実施に当たり、関係機関との

連携や庁内での連携のため、必要となる情報共有体制を整備する。

（全部局）  
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１－２ 支援の実施に係る仕組みの整備  

    市は、新型インフルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手

続きや支援金等の給付・交付等について、ＤＸを推進し、適切な仕

組みの整備を行う。その際は、高齢者やデジタル機器に不慣れな

方、外国人等も含め、支援対象に迅速に網羅的に情報が届くように

することに留意する。（情報政策・改革改善課）  

 

１－３ 物資及び資材の備蓄  

  ア 市は、市行動計画に基づき、「６  物資」で備蓄する感染症対策

物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等

対策の実施に当たり、必要な食料品や生活必需品を備蓄する。  

    なお、上記の備蓄については、災害対策基本法の規定による物資

及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる。（防災危機管理課） 

  イ 市は、市民や事業者に対し、新型インフルエンザ等の発生に備

え、マスクや消毒薬の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行

うことを推奨する。（防災危機管理課）  

 

１－４ 生活支援を要する者への支援等の準備  

ア 市は、国・県からの要請を受けて、新型インフルエンザ等の発生

時における、高齢者、障害者等の要配慮者等への生活支援（見回り、

介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等について、

県と連携し要配慮者の把握とともにその具体的手続きを決めておく。

（高齢者支援課、介護支援課、障害者支援課）  

イ 市は、市内における官民連携の支援体制の確立や連絡網を整備す

る等の速やかな連絡体制の構築に努める。（企画政策課）  

 

１－５ 火葬能力等の把握、火葬体制の整備  

    市は、県や近隣市と連携し、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体

を安置できる施設等についての把握・検討を行い、火葬または埋葬

を円滑に行うための体制を整備する。  

    また、戸籍事務担当部署等の関係機関との調整を行うものとす

る。（企画政策課、市民課）  
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（２）初動期  

 ２－１ 事業継続に向けた準備等の要請  

     市は、市内の事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するととも

に、職場における感染対策を実施するように要請する。  

（商工振興課）  

 

 ２－２ 生活関連物資等の安定供給に関する市民等への呼びかけ  

     市は、市民等に対し、食料品や生活必需品その他の市民生活との

関連性が高い物資の購入に当たっての消費者としての適切な行動を

呼びかける。（コミュニティ課（消費生活センター）） 

 

 ２－３ 遺体の火葬・安置 

     市は、県を通じた国からの要請を受けて、火葬場の火葬能力の限

界を超える事態が起こった場合に備え、県及び近隣市と連携しなが

ら、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう準備をす

る。あわせて、遺体の保存作業に必要となる人員等の確保について

も準備を進める。（人材育成課、各施設所管課、防疫衛生班） 

 

（３）対応期  

３－１ 市民生活の安定の確保を対象とした対応  

３－１－１  生活関連物資の安定供給に関する市民等への呼びかけ  

市は、市民等に対し、食料品や生活必需品その他の市民生活と

の関連性が高い物資の購入に当たっての消費者としての適切な行

動を呼びかける。（秘書広報班、物資輸送班）  

３－１－２  心身の影響に関する施策  

市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延

の防止に関する措置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な

施策を講ずる。（全部局） 

 ３－１－３ 生活支援を要する者への支援  

市は、国からの要請を受けて、高齢者、障害者等の要配慮者等

に、必要に応じて生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供

等）、搬送、死亡時の対応等を行う。（要援護班、支援協力班） 

３－１－４  教育及び学びの継続に関する支援  

市は、新型インフルエンザ等対策として、学校の使用の制限やそ

の他長期間の学校の臨時休業の要請等がなされた場合は、必要に応
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じ、教育及び学びの継続に関する取組等の必要な支援を行う。（教

育班） 

３－１－５  サービス水準に係る市民への周知  

市は、県等と連携し、市民等に対し、新型インフルエンザの感

染拡大時に、事業者のサービス提供水準が相当程度低下する可能

性について周知する。（秘書広報班） 

３－１－６  生活関連物資等の価格の安定等  

ア 市は、住民の生活及び地域経済の安定のために、物価の安定及

び生活関連物資等の適切な供給を図る必要があることから、生活

関連物資等の価格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみ

が生じないよう、国や県が行う取組みに必要な協力を行う。（物

資輸送班）  

イ 市は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容

について、住民への迅速かつ的確な情報共有に努めるとともに、

必要に応じ、住民からの相談窓口・情報収集窓口の充実を図る。

（要援護班、物資輸送班） 

ウ 市は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は

生じるおそれがあるときは、市行動計画に基づき、適切な措置を

講ずる。（物資輸送班） 

エ 市は、新型インフルエンザ等緊急事態において、市民生活との

関連性が高い物資若しくは役務又は市民経済上重要な物資若しく

は役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、若しくは生じるおそれ

があるときは、国や県が行う、生活関連物資等の買占め及び売惜

しみに対する緊急措置に関する法律（昭和 48 年法律第 48 号）、

国民生活安定緊急措置法（昭和 48 年法律第 121 号）その他の法令

の規定に基づく措置に必要に応じて協力する等、適切な措置を講

ずる  。（物資輸送班）  

３－１－７  埋葬・火葬の特例等   

ア  市は、県を通じて国からの要請を受けた場合、近隣市と連携し、

火葬場の経営者に可能な限り火葬炉を稼働するよう依頼する。

（防疫衛生班） 

イ  市は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円

滑な火葬が実施できるよう努めるものとする。また、火葬場の火

葬能力に応じて、臨時遺体安置所として準備している場所を活用

した遺体の保存を適切に行うものとする。（防疫衛生班） 

ウ  市は、県の要請を受けて、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事
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する者と連携を図り、遺体の搬送及び火葬作業に当たる者の感染

防止のために必要となる物資を確保することに努めるとともに、

火葬場の火葬能力を最大限に発揮させるため、速やかに体制の整

備や物資の配備に努める。（防疫衛生班） 

エ  市は、県の要請を受けて、区域内で火葬を行うことが困難と判

断された近隣市町村に対して広域火葬の応援・協力を行う。（防

疫衛生班）  

オ 市は、市域で火葬を行うことが困難となった場合には、県に対し

て広域火葬の要請を行う。（防疫衛生班）  

カ  市は、県を通じた国からの要請を受けて、死亡者が増加し、火

葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、一時的に

遺体を安置する施設等を直ちに確保する。  

なお、国からの要請がなくとも、死亡者が増加し、火葬能力の

限界を超えることが明らかになった場合には、県に報告するとと

もに、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確保する。（各施

設所管課、防疫衛生班） 

キ  市は、遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保する。

（人材育成課、防疫衛生班）  

ク  臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合に

は、市は、臨時遺体安置所の拡充について早急に措置を講ずると

ともに、県から火葬場の火葬能力について最新の情報を得て、円

滑に火葬が行われるよう努める。（防疫衛生班） 

ケ  新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑

に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発

生を防止するため緊急の必要があるときは、厚生労働大臣が定め

る地域や期間においてはいずれの市町村においても埋火葬の許可

を受けられるとともに、公衆衛生上の危害を防止するために特に

緊急の必要があると認められるときは埋火葬の許可を要しない等

の特例が設けられるので、市は、当該特例に基づき埋火葬に係る

手続を行う。（防疫衛生班）  

 

３－２ 社会経済活動の安定の確保を対象とした対応  

３－２－１  事業者に対する支援  

市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん

延の防止に関する措置による事業者の経営及び市民生活への影響

を緩和し、市民の生活及び地域経済の安定を図るため、当該影響
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を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必

要な措置を、公平性にも留意し、効果的に講ずる。（商工振興

課）  

 

３－２－２  市民の生活及び地域経済の安定に関する措置  

市は、水道事業者として、水道用水供給事業者と連携し、新型イ

ンフルエンザ等緊急事態において、市行動計画に基づき、水を安定

的かつ適切に供給するため必要な措置を講ずる。（上下水道班）
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